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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】設置コストの低減と作業時間の短縮を図ること
ができる段差防止装置を提供する。
【解決手段】本体１０と蓋部２０と緩衝板と高さ調整板
４０とを有する。本体１０は収容部１２を内部に有し、
収容部１２に充填材を投入するための開口１３を上部に
有する。本体１０は、正面および背面の周囲にそれぞれ
突出する上縁部１５ａ、下縁部１５ｂおよび側縁部１５
ｃを有し、上縁部１５ａに貫通する蓋部取付孔１６ａを
有し、下縁部１５ｂに貫通する橋脚取付孔１６ｂを有し
、側縁部１５ｃに貫通する側部取付孔１６ｃを有する。
蓋部２０は開口１３を塞ぐ弾性板から成る。高さ調整板
４０は本体１０と蓋部２０との間に設けられる。緩衝板
３０は本体１０の下部に設けられる。段差防止装置１は
橋脚の上部で支承部により支持された橋桁が支承部から
外れたとき橋桁を支持する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　橋脚の上部で支承部により支持された橋桁が前記支承部から外れたとき前記橋桁を支持
するための段差防止装置であって、
　収容部を内部に有し、前記収容部に充填材を投入するための開口を上部に有し、前記橋
脚の上部に固定可能な本体と、
　前記開口を塞ぐ蓋部とを、
　有することを特徴とする段差防止装置。
【請求項２】
　前記本体は直方体状であって、正面および背面の周囲にそれぞれ突出する上縁部、下縁
部および側縁部を有し、前記上縁部に貫通する蓋部取付孔を有し、前記下縁部に貫通する
橋脚取付孔を有し、前記側縁部に貫通する側部取付孔を有し、前記蓋部は前記開口を塞い
だとき前記蓋部取付孔と連通するボルト取付孔を有することを、
　特徴とする請求項１記載の段差防止装置。
【請求項３】
　前記本体と前記蓋部との間に高さ調整板を有し、前記高さ調整板は前記蓋部取付孔およ
び前記ボルト取付孔と連通する貫通孔を有することを、
　特徴とする請求項２記載の段差防止装置。
【請求項４】
　前記正面または前記背面に前記収容部と連通する充填材取出口と、前記充填材取出口を
塞ぐ閉じ板とを有することを、特徴とする請求項２または３記載の段差防止装置。
【請求項５】
　前記本体の下部に弾性の緩衝板を有し、前記蓋体は弾性板から成ることを、特徴とする
請求項１、２、３または４記載の段差防止装置。
【請求項６】
　前記本体はＦＲＰ、非鉄金属またはエンジニアリングプラスチックから成ることを、特
徴とする請求項１乃至５のいずれか１項に記載の段差防止装置。
 

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、橋脚の上部で支承部により支持された橋桁が支承部から外れたとき橋桁を支
持するための段差防止装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　橋桁は橋脚の上部で支承部により支持されているが、地震などによって橋桁が支承部か
ら外れて落ち、橋桁上の道路に段差を生じた場合、車両の通行ができなくなるおそれがあ
る。従来、これを防ぐため、橋脚上に段差防止材が固定された橋梁の支持構造が知られて
いる（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平１１－２１８１７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、特許文献１に記載の段差防止材は、橋桁を支持する強度を持たせるため
、鋼鉄製であることから、搬送と設置に重機を必要とし、設置するのにコストがかさむと
ともに作業時間がかかるという課題があった。
【０００５】
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　本発明は、このような課題に着目してなされたもので、設置コストの低減と作業時間の
短縮を図ることが可能な段差防止装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成するために、本発明に係る段差防止装置は、橋脚の上部で支承部により
支持された橋桁が前記支承部から外れたとき前記橋桁を支持するための段差防止装置であ
って、収容部を内部に有し、前記収容部に充填材を投入するための開口を上部に有し、前
記橋脚の上部に固定可能な本体と、前記開口を塞ぐ蓋部とを、有することを特徴とする。
【０００７】
　本発明に係る段差防止装置は、橋脚の上部に本体を固定し、収容部に開口から充填材を
投入して使用される。収容部を充填材で満たした後、蓋部で開口を塞ぐ。収容部の充填材
により圧縮強度が高められるので、橋桁を支持する強度をもたせることができる。本発明
に係る段差防止装置は、収容部に充填材を投入しない状態では、収容部が空洞で軽量のた
め、搬送および設置が容易で、設置コストの低減と作業時間の短縮を図ることができる。
　なお、充填材としては、例えば、砂等の粉体または粒体、水・油等の液体、ウレタンフ
ォーム等の発泡体などが挙げられる。充填材は、温度や圧力による状態変化または化学反
応で液体化できる固体であってもよい。
【０００８】
　本発明に係る段差防止装置において、前記本体は直方体状であって、正面および背面の
周囲にそれぞれ突出する上縁部、下縁部および側縁部を有し、前記上縁部に貫通する蓋部
取付孔を有し、前記下縁部に貫通する橋脚取付孔を有し、前記側縁部に貫通する側部取付
孔を有し、前記蓋部は前記開口を塞いだとき前記蓋部取付孔と連通するボルト取付孔を有
することが好ましい。
【０００９】
　この場合、本体の正面および背面から橋脚取付孔にボルトを挿入して本体を橋脚に固定
することができる。また。蓋部のボルト取付孔および本体の蓋部取付孔にボルトを挿入し
て、本体に蓋部を取り付けることができる。また、側部取付孔にボルトを挿入して、複数
の段差防止装置を側部で連結することができる。
【００１０】
　本発明に係る段差防止装置において、前記本体と前記蓋部との間に高さ調整板を有し、
前記高さ調整板は前記蓋部取付孔および前記ボルト取付孔と連通する貫通孔を有すること
が好ましい。
　この場合、必要に応じて、本体と蓋部との間に１枚または複数枚の高さ調整板を挟んで
、橋桁を支持する高さを調整することができる。
【００１１】
　本発明に係る段差防止装置は、前記正面または前記背面に前記収容部と連通する充填材
取出口と、前記充填材取出口を塞ぐ閉じ板とを有することが好ましい。
　この場合、撤去するとき、閉じ板を開いて充填材取出口から収容部の充填材を取り出し
、撤去および搬送を容易にすることができる。
【００１２】
　本発明に係る段差防止装置は、前記本体の下部に弾性の緩衝板を有し、前記蓋体は弾性
板から成ることが好ましい。
　この場合。橋桁を支持するとき、橋桁が落下する衝撃を弾性の緩衝板および弾性板の蓋
体で吸収することができる。
　本発明に係る段差防止装置において、前記本体はＦＲＰ、アルミニウム等の軽量非鉄金
属または高強度のエンジニアリングプラスチックから成ることが好ましい。この場合、本
体の強度を高めるとともに軽量化を図ることができる。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、設置コストの低減と作業時間の短縮を図ることが可能な段差防止装置
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を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の実施の形態の段差防止装置を示す分解斜視図である。
【図２】図１の段差防止装置を複数配置した状態を示す斜視図である。
【図３】図１の段差防止装置を橋脚上に設置した状態を示す側面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、図面に基づき、本発明の実施の形態について説明する。
　図１～図３は、本発明の実施の形態の段差防止装置を示している。
　段差防止装置１は、橋脚２の上部で支承部により支持された橋桁３が支承部から外れた
とき橋桁３を支持するために使用される。
　段差防止装置１は、本体１０と蓋部２０と緩衝板３０と高さ調整板４０とを有している
。
【００１６】
　図１に示すように、本体１０は、直方体状であって、空洞の収容部１２を内部に有し、
収容部１２に充填材を投入するための開口１３を上部に有している。なお、本体１０は、
直方体状のほか、箱状、円柱状、多角柱状、多面体状、その他いかなる形状であってもよ
い。充填材としては、砂等の粉体または粒体、水・油等の液体、ウレタンフォーム等の発
泡体などを用いることができる。収容部１２は、開口１３から底部に伸びる仕切り１４に
より４つに分かれている。本体１０は、ＦＲＰ、アルミニウム等の軽量非鉄金属または高
強度のエンジニアリングプラスチックから成る。
【００１７】
　本体１０は、正面および背面の周囲にそれぞれ突出する上縁部１５ａ、下縁部１５ｂお
よび側縁部１５ｃを有している。上縁部１５ａおよび下縁部１５ｂの中央には、突出する
リブ１５ｄが結合している。本体１０は、正面および背面の各上縁部１５ａに貫通する１
対の蓋部取付孔１６ａを有し、各下縁部１５ｂに貫通する１対の橋脚取付孔１６ｂを有し
、各側縁部１５ｃに貫通する３つの側部取付孔１６ｃを有している。橋脚取付孔１６ｂに
ボルト１７を挿入させることにより、橋脚２の上部に本体１０を固定可能である。ボルト
１７は、高耐食メッキを施したボルトまたはステンレス等の高耐食性素材のボルトから成
る。本体１０は、正面に収容部１２と連通する充填材取出口と、充填材取出口を塞ぐ閉じ
板１８とを有している。
【００１８】
　蓋部２０は、開口１３を塞ぐ四角形状の弾性板から成り、本体１０の上面とほぼ同じ大
きさを有している。蓋部２０は、ゴム製である。蓋部２０は、開口１３を塞いだとき蓋部
取付孔１６ａと連通するボルト取付孔２１を有する。蓋部２０の上面には、水はけ用の溝
２２が形成されている。
　緩衝板３０は、本体１０の底面とほぼ同じ大きさの四角形状の弾性板から成り、本体１
０の下部に設けられている。緩衝板３０は、橋脚取付孔１６ｂと連通するボルト取付孔３
１を有する。緩衝板３０の下面には、水はけ用の溝３２が形成されている。
【００１９】
　高さ調整板４０は、本体１０の上面とほぼ同じ大きさを有し、必要に応じて本体１０と
蓋部２０との間に設けられる。高さ調整板４０は、蓋部取付孔１６ａおよびボルト取付孔
２１と連通する貫通孔４１を有している。高さ調整板４０は、ＦＲＰ、アルミニウム等の
軽量非鉄金属または高強度のエンジニアリングプラスチックから成る。
【００２０】
　段差防止装置１を設置する際、本体１０の橋脚取付孔１６ｂおよび緩衝板３０のボルト
取付孔３１にボルト１７を挿入させて、橋脚２の上部に緩衝板３０および本体１０を固定
する。本体１０の正面および背面から橋脚取付孔１６ｂにボルト１７を挿入して本体１０
を橋脚２に固定することができるので、本体１０取り付けやすくなっている。また、側部
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きる。本体１０を固定したならば、収容部１２に開口１３から充填材を投入して使用され
る。収容部１２の充填材により圧縮強度が高められるので、橋桁３を支持する強度をもた
せることができる。
【００２１】
　収容部１２を充填材で満たした後、必要に応じて、本体１０と蓋部２０との間に１枚ま
たは複数枚の高さ調整板４０を挟んで、橋桁３を支持する高さを調整する。次に、蓋部２
０で開口１３を塞ぎ、ボルト取付孔２１、貫通孔４１および蓋部取付孔１６ａにボルト２
３を挿入してナットを螺合し、蓋部２０および高さ調整板４０を本体１０に固定する。
　段差防止装置１は、橋桁３の下方に設置され、地震などで橋桁３が落下したとき、橋桁
３を支えるようになっている。段差防止装置１は、橋桁３を支持するとき、橋桁３が落下
する衝撃を弾性の緩衝板３０および弾性板の蓋部２０で吸収することができる。
【００２２】
　段差防止装置１は、撤去するとき、閉じ板１８を開いて充填材取出口から収容部１２の
充填材を取り出し、撤去および搬送を容易にすることができる。段差防止装置１は、収容
部１２に充填材を投入しない状態では、収容部１２が空洞で軽量のため、搬送および設置
が容易で、設置コストの低減と作業時間の短縮を図ることができる。また、本体１０はＦ
ＲＰ、アルミニウム等の軽量非鉄金属または高強度のエンジニアリングプラスチックから
成るため、強度が高く、軽量化が図られている。
【符号の説明】
【００２３】
　　１　段差防止装置
　　２　橋脚
　　３　橋桁
　１０　本体
　１２　収容部
　１３　開口
　１６ａ　蓋部取付孔
　１６ｂ　橋脚取付孔
　１６ｃ　側部取付孔
　１８　閉じ板
　２０　蓋部
　２１　ボルト取付孔
　２２　溝
　３０　緩衝板
　３１　ボルト取付孔
　３２　溝
　４０　高さ調整板
　４１　貫通孔
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